
復代理人と同住所の場合でも「同上」とせず、上記と同じ
住所を記入してください。

枠内は、必ず法定代理人が記入してください。

15歳未満の子、成年被後見人には署名用電子証明は発行
されませんので、記入は不要です。

顔認証マイナンバーカードを希望する場合、✓してください。
なお、この場合、健康保険証としての利用はできますが、コ
ンビニ交付、e-TAX、マイナポータルは利用できません。

住民票上の住所を記入してください。

※申請者本人が15歳未満の子及び成年被後見人の場合で、法定代理
人が来庁できないときは、法定代理人が選任した復代理人が受け取
ることができます。
この場合、以下の書類が必要となります。
・法定代理人の資格を確認できる戸籍謄本、又は資格を証明する
書類（戸籍全部事項証明書、登記事項証明書、代理行為目録など）

・復代理人に法定代理人がその権限を委任したことを証する委任
状（任意様式）


